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項目 内容 

テーマ 酸性飲料による金属容器成分の溶出について 

概要 

銅は、人体にとって必須元素であるが、過剰摂取するとま

れに中毒を起こし、急性中毒では吐き気、嘔吐、下痢、低血

圧などが起こることが知られている。 

平成 20 年 2 月に都内保健所管内で起きた有症苦情で、内

部が破損した水筒に長時間保存したスポーツ飲料を飲んだ

ところ、6 名が頭痛、めまい、吐き気の症状を呈したという

事例があった。これは、酸性のスポーツ飲料が破損部分から

染み込んで、水筒の保温構造に使われていた銅と接触し、銅

が溶出したことが原因と考えられた。 

また、平成 22 年 3 月に岡山県内の保育園で、やかんを用

いて乳酸菌飲料を調製したところ、それを飲んだ園児 15 名

が、吐き気、おう吐の症状を呈したという事例があった。こ

れは、長期間にわたりアルミニウム製のやかんでお湯（お茶）

を繰り返し沸かしたことにより、水道水に含まれる銅がやか

ん内側に蓄積し、乳酸菌飲料によってその銅が溶出したこと

が原因と考えられた。 

これらの事例が示すように、酸性飲料によって容器内の銅

が溶出することがあるという事実はあまり知られていない。

保育園や幼稚園、子供会等では金属製の容器を用いて酸性飲

料を調製する機会が多くあると考えられることから、一般向

けに情報提供する必要がある。 

対象 
都民（特に保育園や幼稚園、子供会の保護者など） 

酸性飲料（清涼飲料・乳酸菌飲料等）製造事業者 

今後の取組の 

方向性 

飲料水の需要が高まる夏季に合わせて、都民（一般消費者）

及び事業者向けに普及啓発を行う。 

資料２－１ 



 

添付資料 

・ 東京都健康安全研究センター年報 第 60号「化学物質及

び自然毒による食中毒等事件例（平成 20年）」（抜粋） 

・ 平成 22 年度全国食品衛生監視員研修会研究発表等抄録

「有機酸を含む飲料の金属製容器での取扱いについて

（岡山県美作保健所）」 

・ 器具及び容器包装のカドミウム及び鉛に係る規格の改正

に関するＱ＆Ａについて（抜粋）（厚生労働省） 




















